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沿革

昭和48年2月 静岡県産業公害防止協会・設立

昭和49年4月 社団法人静岡県産業公害防止協会・認可

昭和57年5月 社団法人静岡県環境資源協会・名称変更

平成8年6月 エネルギー管理指定工場連絡会静岡地区会（事務局）

平成11年3月 静岡県環境ビジネス協議会発足（事務局）

平成27年5月 経済産業省
「省エネルギー相談地域プラットフォーム構築事業」

平成28年4月 環境省補助事業　省CO2促進事業支援センター開設



1.公害苦情対策
2.公害防止施設の新設・改善・適正運転
3.環境マネジメントシステムの普及
•エコアクション21

1.廃棄物対策
2.エネルギー診断
3.エネルギー対策
・エネルギー管理指定工場連絡会静岡地区会（事務局）
・静岡県省エネ推進協議会

1.環境影響評価
2.基本計画等の策定



環境省補助事業の実施

経済産業省事業　地域プラットフォーム構築事業F

対象 中小企業等

内容 省エネ診断（エネルギー使用状況の把
握、省エネ項目の洗い出しと取組み）
省エネ支援（運用改善、設備投資（融
資、補助金活用）に関する支援



静岡県SDGs×ESG金融連絡協議会（SEC）

地域経済への資金供給を担う地域金融機関、地域全体のマネジメントを
担う地方自治体、地域経済団体等が連携し、ESG金融を一つのツールと
して、効率的かつ環境・社会へのインパクトのある地域支援に繋げるこ
とが必要と考えられ、静岡県SDGs×ESG金融連絡協議会を設立



対象 中小企業等

内容 設備の運用改善や省エネルギー機器への更新（ZEB化を含
む）の提案・助言、補助金・融資制度の活用案内等を行う。
また、支援員の派遣に併せて、エコアクション21認証の新
規取得・更新や温室効果ガス排出削減計画書制度参画への支
援

費用 無料

備考 これから省エネを取り組もうと考えている方、補助金等の情
報収集、環境マネジメント（EA21)の取得を検討中の方

参考HP:
http://www.siz-kankyou.jp/sizhojo_R4sou.html



静岡県中小企業等省エネ設備導入促進事業費補助金



＜ 補助対象となる経費・設備 ＞

●産業用ボイラ（蒸気ボイラ、温水ボイラ）
●産業用モータ（ポンプ、送風機、圧縮機等）
●電気設備：受変電設備、分電盤・動力盤等
●ガス：供給設備
●BEMS、FEMS、測定器
※運用管理等に必要な場合のみ。導入する場合は別途計画
を記載すること

【温室効果ガス排出削減計画書制度】
・事業所全体でのエネルギーの使用量や使用状況等を見える化し、省エネな
どの温暖化対策に効果的に取り組む
ため、３年間の対策と目標を定めた計画書を作成し、毎年度報告します。
・補助金申請の際、補助対象事業（省エネ設備導入）を含めた、事業所全体
で３年間に実施する温室効果ガス削減のための計画書を提出していただく必
要があります。

経費区分の範囲は、①設計費　②設備費　③工事費　です。
設備等の範囲は以下の通りです。

●空調設備：熱源・ポンプ・空調機器等、
　　　　　　ルームエアコン
●給湯設備：給湯器、ボイラー
●照明設備：LED等　※単体は不可。
●換気設備：省エネ型の第１種換気設備等
●冷凍冷蔵設備

参考HP:
http://www.siz-kankyou.jp/sizhojo_r4.html


